
埋蔵文化財関係届出・申請の流れ

周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）内に入っているかの確認

遺跡の範囲内 遺跡の範囲外

史跡指定地内 遺跡の範囲内 開発面積 10,000 ㎡以上 開発面積 10,000 ㎡以下

事業計画の継続 事業計画の変更・中止 「遺跡有無確認踏査願」提出
※奈良県における開発事業に

「現状変更等許可申請」提出 「埋蔵文化財発掘の届出」提出 ３部 伴う埋蔵文化財の取扱い基準

工事着工の60日前まで ※文化財保護法第 93 条

広陵町教育委員会 広陵町教育委員会 広陵町教育委員会

奈良県文化財保存課 奈良県文化財保存課 奈良県文化財保存課

文化庁 奈良県文化財保存課から通知 踏査または試掘の実施

文化庁長官から通知 発掘調査 工事立会 慎重工事 遺跡あり 遺跡なし

許可 条件付許可 不許可 試掘調査 「遺跡発見の届出」提出

発掘調査等
※文化財保護法第 96条

遺跡あり 遺跡なし 遺跡・遺物の発見

土木工事等着工 計画変更等協議

「現状変更完了届」提出 計画変更不可能 計画変更可能 土木工事等着工

発掘調査実施 工事立会

取扱協議


